
別表１ 業務の実施に必要な資格 

 

(1) 有資格者が必要なもの 

              資格          業務の概要           根拠法令  

 (1) ３種電気主任技術者 

（１種もしくは２種電気主任技術 

者でも可） 

県庁舎自家用電気工作物の工事 

、維持及び運用に関する保安の 

監督 

電気事業法第４３条 

 (2) 建築物環境衛生管理技術者 

（２名以上） 

・特定建築物である県庁舎の維持 

管理 

・年間の清掃計画の策定、委託者 

との連絡調整 

建築物における衛生的環 

境の確保に関する法律 

第６条 

 (3) 乙種第４類危険物取扱者 

危険物保安監督者 

自家発の燃料である危険物（軽 

油）の取り扱い 

消防法第１３条 

 (4) 第１種電気工事士（１名以上） 

第２種電気工事士（２名以上） 

（第１種電気工事士でも可） 

自家用電気工作物の工事 

（電気設備の軽微な営繕） 

電気工事士法第３条 

 (5) 消防設備士又は 

消防設備点検資格者 

消防用設備等の工事、整備、点 

検 

消防法第１７条の３の３ 

消防法施行規則第３１条 

 (6) 第１種圧力容器取扱作業主任者 

（普通第１種圧力容器取扱主任 

者技能講習修了者） 

第１種圧力容器の取り扱い 労働安全衛生法第１４条 

労働安全衛生法第１６条 

 (7) 

 (8) 

受託者が、ビル管法の事業登録 

をしている場合は、その登録基 

準として示される講習を修了し 

ていること。 

貯水槽清掃作業 

空気環境測定 

建築物における衛生的環 

境の確保に関する法律 

第１２条の２の各号 

 (9) 第２種酸素欠乏危険作業主任者 排水槽等酸素欠乏危険場所にお 

ける作業 

労働安全衛生法第１４条 

労働安全衛生法施行令 

第６条第２１号 

 (10)  特別管理産業廃棄物管理責任者  ＰＣＢ含有機器の管理及び保管 

場所の管理 

 

 (11) 自衛消防業務講習修了者 防災センターにおいて防災設備 

等の監視、操作等に従事。 

消防法第８条の２の５及

び消防法施行令第４条の

２の８ 

 (12) エネルギー管理士 エネルギーを使用する機器の維 

持及び監視 

エネルギーの使用の合理 

化に関する法律第９条 

  (13) 一級建築士若しくは二級建築士 

又は建築物調査員資格者及び建築

設備等検査員資格者 

特定建築物である県庁舎の点検 建築基準法第１２条  

 (14) 清掃作業監督者（１名以上） 清掃作業に従事する者の監督 建築物における衛生的環 

境の確保に関する法律施 

行規則第２５条第２号 

 

 (15) ビルクリーニング技能士 

（１名以上） 

効果的に業務を行い、建物内の 

快適な環境を維持する 

 

 

(2) 有資格者の配置が望ましいもの 

      資格          業務の概要           根拠法令 

(13) 

 

 ボイラー整備士 第１種圧力容器の整備 労働安全衛生法第６１条 

労働安全衛生規則第４１条 

 


